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平成１８年事企法―６６８ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第１項第１号関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１ （略） １ （略）

人事管理文書 基準日 保存期 人事管理文書 基準日 保存期

の区分 間 の区分 間

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

職員の令 （略） （略） （略） 職員の平 （略） （略） （略）

和七年国 成三十七

際博覧会 年国際博

特措法第 覧会特措

１４条第 法第１４

１項の規 条第１項

定により の規定に

指定され より指定

た博覧会 された博

協会への 覧会協会

派遣の運 への派遣

用につい の運用に

て（令和 ついて（

元年５月 令和元年

２３日人 ５月２３

企―６０ 日人企―

） ６０）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）
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備考 （略） 備考 （略）
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給実甲第１５１号 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第１項第２号関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第１６条関係 第１６条関係

１ （略） １ （略）

２ 第３号の「人事院の定める職 ２ 第３号の「人事院の定める職

員」は、次に掲げる職員とする。 員」は、次に掲げる職員とする。

一・二 （略） 一・二 （略）

三 法第８１条の４第１項若し 三 法第８１条の４第１項若し

くは第８１条の５第１項の規 くは第８１条の５第１項の規

定による採用（法第８１条の 定による採用（法第８１条の

２第１項の規定により退職し ２第１項の規定により退職し

た日（法第８１条の３の規定 た日（法第８１条の３の規定

により勤務した後退職した日 により勤務した後退職した日

及び当該採用に係る任期が満 及び当該採用に係る任期が満

了した日を含む。）の翌日に 了した日を含む。）の翌日に

おけるものに限る。以下「再 おけるものに限る。以下「再

任用」という。）をされた職 任用」という。）をされた職

員、派遣法第２条第１項の規 員、派遣法第２条第１項の規

定による派遣、官民人事交流 定による派遣、官民人事交流

法第２条第３項に規定する交 法第２条第３項に規定する交

流派遣、法科大学院派遣法第 流派遣、法科大学院派遣法第

１１条第１項の規定による派 １１条第１項の規定による派

遣、福島復興再生特別措置法 遣、福島復興再生特別措置法

（平成２４年法律第２５号） （平成２４年法律第２５号）
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第４８条の３第１項若しくは 第４８条の３第１項若しくは

第８９条の３第１項の規定に 第８９条の３第１項の規定に

よる派遣、令和三年オリンピ よる派遣、令和三年オリンピ

ック・パラリンピック特措法 ック・パラリンピック特措法

第１７条第１項の規定による 第１７条第１項の規定による

派遣、平成三十一年ラグビー 派遣、平成三十一年ラグビー

ワールドカップ特措法第４条 ワールドカップ特措法第４条

第１項の規定による派遣若し 第１項の規定による派遣若し

くは令和七年国際博覧会特措 くは平成三十七年国際博覧会

法第２５条第１項の規定によ 特措法第２５条第１項の規定

る派遣（以下「国際機関等派 による派遣（以下「国際機関

遣等」という。）から職務に 等派遣等」という。）から職

復帰した職員又は人事院規則 務に復帰した職員又は人事院

１１―４（職員の身分保障） 規則１１―４（職員の身分保

第３条第１項第１号から第４ 障）第３条第１項第１号から

号までの規定による休職（以 第４号までの規定による休職

下単に「休職」という。）か （以下単に「休職」という。

ら復職した職員のうち、再任 ）から復職した職員のうち、

用の直前の職員としての引き 再任用の直前の職員としての

続く在職期間中の勤務箇所、 引き続く在職期間中の勤務箇

国際機関等派遣等の期間中の 所、国際機関等派遣等の期間

勤務箇所又は休職の期間中の 中の勤務箇所又は休職の期間

勤務箇所を給与法第１２条第 中の勤務箇所を給与法第１２

３項又は第１号の官署とみな 条第３項又は第１号の官署と

した場合に、再任用（直近の みなした場合に、再任用（直

ものに限る。）、当該職務へ 近のものに限る。）、当該職
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の復帰若しくは休職からの復 務への復帰若しくは休職から

職前から引き続き同項若しく の復職前から引き続き同項若

は同号に規定する職員たる要 しくは同号に規定する職員た

件に該当することとなる職員 る要件に該当することとなる

又は当該再任用、当該職務へ 職員又は当該再任用、当該職

の復帰若しくは休職からの復 務への復帰若しくは休職から

職以後に同号に規定する職員 の復職以後に同号に規定する

たる要件に該当することとな 職員たる要件に該当すること

る職員 となる職員

四 （略） 四 （略）
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給実甲第２２０号 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第１項第３号関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

２ 期末手当及び勤勉手当の計算の ２ 期末手当及び勤勉手当の計算の

基礎となる給与月額は、次に定め 基礎となる給与月額は、次に定め

るところによる。 るところによる。

一～三 （略） 一～三 （略）

四 派遣職員、法科大学院派遣法 四 派遣職員、法科大学院派遣法

第１１条第１項の規定により派 第１１条第１項の規定により派

遣された職員、福島復興再生特 遣された職員、福島復興再生特

別措置法（平成２４年法律第２ 別措置法（平成２４年法律第２

５号）第４８条の３第１項若し ５号）第４８条の３第１項若し

くは第８９条の３第１項の規定 くは第８９条の３第１項の規定

により派遣された職員、令和三 により派遣された職員、令和三

年オリンピック・パラリンピッ 年オリンピック・パラリンピッ

ク特措法第１７条第１項の規定 ク特措法第１７条第１項の規定

により派遣された職員又は令和 により派遣された職員又は平成

七年国際博覧会特措法第２５条 三十七年国際博覧会特措法第２

第１項の規定により派遣された ５条第１項の規定により派遣さ

職員の場合には、派遣法第５条 れた職員の場合には、派遣法第

、法科大学院派遣法第１３条、 ５条、法科大学院派遣法第１３

福島復興再生特別措置法第４８ 条、福島復興再生特別措置法第

条の５若しくは第８９条の５、 ４８条の５若しくは第８９条の

令和三年オリンピック・パラリ ５、令和三年オリンピック・パ

ンピック特措法第１９条又は令 ラリンピック特措法第１９条又
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和七年国際博覧会特措法第２７ は平成三十七年国際博覧会特措

条の規定により定められた支給 法第２７条の規定により定めら

割合を乗じない給与月額 れた支給割合を乗じない給与月

額

五～九 （略） 五～九 （略）

33 規則第１１条第２項第９号の「 33 規則第１１条第２項第９号の「

勤務しなかつた期間」とは、病気 勤務しなかつた期間」とは、病気

休暇（公務上の負傷若しくは疾病 休暇（公務上の負傷若しくは疾病

若しくは補償法第１条の２に規定 若しくは補償法第１条の２に規定

する通勤による負傷若しくは疾病 する通勤による負傷若しくは疾病

（派遣職員の派遣先の業務上の負 （派遣職員の派遣先の業務上の負

傷若しくは疾病又は補償法第１条 傷若しくは疾病又は補償法第１条

の２に規定する通勤による負傷若 の２に規定する通勤による負傷若

しくは疾病を含む。）又は官民人 しくは疾病を含む。）又は官民人

事交流法第１６条、法科大学院派 事交流法第１６条、法科大学院派

遣法第９条（法科大学院派遣法第 遣法第９条（法科大学院派遣法第

１８条において準用する場合を含 １８条において準用する場合を含

む。）、福島復興再生特別措置法 む。）、福島復興再生特別措置法

第４８条の９若しくは第８９条の 第４８条の９若しくは第８９条の

９、令和三年オリンピック・パラ ９、令和三年オリンピック・パラ

リンピック特措法第２３条、平成 リンピック特措法第２３条、平成

三十一年ラグビーワールドカップ 三十一年ラグビーワールドカップ

特措法第１０条、令和七年国際博 特措法第１０条、平成三十七年国

覧会特措法第３１条若しくは判事 際博覧会特措法第３１条若しくは

補及び検事の弁護士職務経験に関 判事補及び検事の弁護士職務経験

する法律（平成１６年法律第１２ に関する法律（平成１６年法律第
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１号）第１０条の規定（以下この １２１号）第１０条の規定（以下

項において「特定規定」という。 この項において「特定規定」とい

）により給与法第２３条第１項及 う。）により給与法第２３条第１

び附則第６項の規定の適用に関し 項及び附則第６項の規定の適用に

公務とみなされる業務に係る業務 関し公務とみなされる業務に係る

上の負傷若しくは疾病若しくは特 業務上の負傷若しくは疾病若しく

定規定に規定する通勤による負傷 は特定規定に規定する通勤による

若しくは疾病に起因する場合を除 負傷若しくは疾病に起因する場合

く。）を与えられた期間及び規則 を除く。）を与えられた期間及び

１０―４（職員の保健及び安全保 規則１０―４（職員の保健及び安

持）第２４条第２項又は規則１０ 全保持）第２４条第２項又は規則

―８（船員である職員に係る保健 １０―８（船員である職員に係る

及び安全保持の特例）第７条第１ 保健及び安全保持の特例）第７条

項の規定に基づいて就業を禁ぜら 第１項の規定に基づいて就業を禁

れたことにより勤務しなかった期 ぜられたことにより勤務しなかっ

間の全ての期間を合算したものを た期間の全ての期間を合算したも

いい、規則１０―４第２４条第１ のをいい、規則１０―４第２４条

項の規定に基づいて病気休暇（日 第１項の規定に基づいて病気休暇

単位のものを除く。）の方法によ （日単位のものを除く。）の方法

り勤務を軽減された者についての により勤務を軽減された者につい

その病気休暇の時間及び生理日の てのその病気休暇の時間及び生理

就業が著しく困難なため病気休暇 日の就業が著しく困難なため病気

の承認を得て勤務しなかった者に 休暇の承認を得て勤務しなかった

ついてのその病気休暇の期間（「 者についてのその病気休暇の期間

人事院規則１０―７（女子職員及 （「人事院規則１０―７（女子職

び年少職員の健康、安全及び福祉 員及び年少職員の健康、安全及び
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）の運用について（昭和６１年３ 福祉）の運用について（昭和６１

月１５日職福―１２１）」第２条 年３月１５日職福―１２１）」第

関係後段に定める期間に限る。） ２条関係後段に定める期間に限る

は、これに含まない。 。）は、これに含まない。
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給実甲第４３４号 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第１項第４号関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

規則第４条関係 規則第４条関係

１～４ （略） １～４ （略）

５ 「人事院の定める住宅」は、 ５ 「人事院の定める住宅」は、

次に掲げる住宅で、学生寮等単 次に掲げる住宅で、学生寮等単

身赴任手当の支給要件に係る子 身赴任手当の支給要件に係る子

が職員と同居して生活を営むた が職員と同居して生活を営むた

めの住宅でないと明らかに認め めの住宅でないと明らかに認め

られる住宅以外のもの（国家公 られる住宅以外のもの（国家公

務員宿舎法（昭和２４年法律第 務員宿舎法（昭和２４年法律第

１１７号）第１３条の規定によ １１７号）第１３条の規定によ

る有料宿舎並びに規則第３条に る有料宿舎並びに規則第３条に

規定する職員宿舎及び住宅を除 規定する職員宿舎及び住宅を除

く。）とする。ただし、単身赴 く。）とする。ただし、単身赴

任手当の支給要件に係る子が２ 任手当の支給要件に係る子が２

人以上ある場合において、その 人以上ある場合において、その

うちのいずれかの子が官署を異 うちのいずれかの子が官署を異

にする異動又は在勤する官署の にする異動又は在勤する官署の

移転（検察官であつた者又は給 移転（検察官であつた者又は給

与法第１１条の７第３項に規定 与法第１１条の７第３項に規定

する行政執行法人職員等であつ する行政執行法人職員等であつ

た者から引き続き俸給表の適用 た者から引き続き俸給表の適用

を受ける職員となつた者にあつ を受ける職員となつた者にあつ
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ては当該適用、派遣法第２条第 ては当該適用、派遣法第２条第

１項の規定による派遣、官民人 １項の規定による派遣、官民人

事交流法第２条第３項に規定す 事交流法第２条第３項に規定す

る交流派遣、法科大学院派遣法 る交流派遣、法科大学院派遣法

第１１条第１項の規定による派 第１１条第１項の規定による派

遣、福島復興再生特別措置法（ 遣、福島復興再生特別措置法（

平成２４年法律第２５号）第４ 平成２４年法律第２５号）第４

８条の３第１項若しくは第８９ ８条の３第１項若しくは第８９

条の３第１項の規定による派遣 条の３第１項の規定による派遣

、令和三年オリンピック・パラ 、令和三年オリンピック・パラ

リンピック特措法第１７条第１ リンピック特措法第１７条第１

項の規定による派遣、平成三十 項の規定による派遣、平成三十

一年ラグビーワールドカップ特 一年ラグビーワールドカップ特

措法第４条第１項の規定による 措法第４条第１項の規定による

派遣若しくは令和七年国際博覧 派遣若しくは平成三十七年国際

会特措法第２５条第１項の規定 博覧会特措法第２５条第１項の

による派遣から職務に復帰した 規定による派遣から職務に復帰

職員、官民人事交流法第２条第 した職員、官民人事交流法第２

４項に規定する交流採用をされ 条第４項に規定する交流採用を

た職員又は人事院規則１１―４ された職員又は人事院規則１１

（職員の身分保障）第３条第１ ―４（職員の身分保障）第３条

項第１号から第４号までの規定 第１項第１号から第４号までの

による休職から復職した職員に 規定による休職から復職した職

あつては当該復帰、交流採用又 員にあつては当該復帰、交流採

は復職。以下同じ。）の直前の 用又は復職。以下同じ。）の直

住居であつた住宅に居住してい 前の住居であつた住宅に居住し
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るときは、この限りでない。 ているときは、この限りでない。

一～三 （略） 一～三 （略）
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平成１８年職参―１１４ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第２項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

１～８ （略） １～８ （略）

（削る） ９ 人事院事務総長は、人事・給与

関係業務情報システムを使用して

行うことができる人事関係手続に

ついて、インターネットの利用そ

の他の方法により随時公表するも

のとする。
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令和元年人企―６０ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第３項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

職員の令和七年国際博覧会特 職員の平成三十七年国際博覧

措法第１４条第１項の規定に 会特措法第１４条第１項の規

より指定された博覧会協会へ 定により指定された博覧会協

の派遣の運用について 会への派遣の運用について

令和七年に開催される国際博覧会 平成三十七年に開催される国際博

の準備及び運営のために必要な特別 覧会の準備及び運営のために必要な

措置に関する法律（平成３１年法律 特別措置に関する法律（平成３１年

第１８号。以下「令和七年国際博覧 法律第１８号。以下「平成三十七年

会特措法」という。）及び人事院規 国際博覧会特措法」という。）及び

則１―７２（職員の令和七年国際博 人事院規則１―７２（職員の平成三

覧会特措法第十四条第一項の規定に 十七年国際博覧会特措法第十四条第

より指定された博覧会協会への派遣 一項の規定により指定された博覧会

）（以下「規則」という。）の運用 協会への派遣）（以下「規則」とい

について下記のとおり定めたので、 う。）の運用について下記のとおり

令和元年５月２３日以降は、これに 定めたので、令和元年５月２３日以

よってください。 降は、これによってください。

令和七年国際博覧会特措法第２５条 平成三十七年国際博覧会特措法第２

関係 ５条関係

（略） （略）

規則第９条関係 規則第９条関係

人事異動通知書の「異動内容」 人事異動通知書の「異動内容」

欄の記入要領は、次のとおりとす 欄の記入要領は、次のとおりとす
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る。 る。

一 令和七年国際博覧会特措法第 一 平成三十七年国際博覧会特措

２５条第１項の規定により職員 法第２５条第１項の規定により

を派遣する場合 職員を派遣する場合

「令和七年に開催される国際博 「平成三十七年に開催される国

覧会の準備及び運営のために 際博覧会の準備及び運営のた

必要な特別措置に関する法律 めに必要な特別措置に関する

第１４条第１項の規定により 法律第１４条第１項の規定に

指定された博覧会協会に派遣 より指定された博覧会協会に

する 派遣する

派遣の期間は 年 月 日か 派遣の期間は 年 月 日か

ら 年 月 日までとする ら 年 月 日までとする

派遣の期間中、俸給、扶養手 派遣の期間中、俸給、扶養手

当、地域手当、広域異動手当 当、地域手当、広域異動手当

、研究員調整手当、住居手当 、研究員調整手当、住居手当

及び期末手当のそれぞれ１０ 及び期末手当のそれぞれ１０

０分の を支給する（又は「 ０分の を支給する（又は「

派遣の期間中、給与は支給し 派遣の期間中、給与は支給し

ない」）」 ない」）」

と記入する。 と記入する。

二 派遣職員（令和七年国際博覧 二 派遣職員（平成三十七年国際

会特措法第２５条第７項に規定 博覧会特措法第２５条第７項に

する派遣職員をいう。以下同じ 規定する派遣職員をいう。以下

。）の派遣の期間を延長する場 同じ。）の派遣の期間を延長す

合 る場合

（略） （略）
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三～六 （略） 三～六 （略）

規則第１１条関係 規則第１１条関係

令和七年国際博覧会特措法第２ 平成三十七年国際博覧会特措法

５条第１項の規定による派遣後職 第２５条第１項の規定による派遣

務に復帰した職員を昇格させる場 後職務に復帰した職員を昇格させ

合には、次の各号に掲げる職員の る場合には、次の各号に掲げる職

区分に応じ、当該各号に定める職 員の区分に応じ、当該各号に定め

務の級に昇格させることができる る職務の級に昇格させることがで

。ただし、特別の事情によりこれ きる。ただし、特別の事情により

により難い場合には、あらかじめ これにより難い場合には、あらか

事務総長に協議して、別段の取扱 じめ事務総長に協議して、別段の

いをすることができる。 取扱いをすることができる。

一・二 （略） 一・二 （略）
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平成２１年人企―５３２ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第４項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第７条関係 第７条関係

１ （略） １ （略）

２ 特定官職は、内部部局の課長 ２ 特定官職は、内部部局の課長

等の官職（会計検査院、人事院 等の官職（会計検査院、人事院

、内閣官房、内閣法制局、内閣 、内閣官房、内閣法制局並びに

府、宮内庁、内閣府設置法（平 内閣府、宮内庁並びに内閣府設

成１１年法律第８９号）第４９ 置法（平成１１年法律第８９号

条第１項及び第２項に規定する ）第４９条第１項及び第２項に

機関、デジタル庁、復興庁並び 規定する機関、復興庁並びに国

に国家行政組織法（昭和２３年 家行政組織法（昭和２３年法律

法律第１２０号）第３条に規定 第１２０号）第３条に規定する

する国の行政機関の課長又はこ 国の行政機関の課長及びこれと

れと同等以上の官職をいう。以 同等以上の官職をいう。以下こ

下この項において同じ。）、内 の項において同じ。）、内閣府

閣府設置法第１８条、第３７条 設置法第１８条、第３７条、第

、第３９条、第４０条、第４３ ３９条、第４０条、第４３条及

条及び第５４条から第５７条ま び第５４条から第５７条まで（

で（宮内庁法（昭和２２年法律 宮内庁法（昭和２２年法律第７

第７０号）第１８条第１項にお ０号）第１８条第１項において

いて準用する場合を含む。）、 準用する場合を含む。）並びに

宮内庁法第１６条及び第１７条 宮内庁法第１６条及び第１７条

第１項、デジタル庁設置法（令 第１項、復興庁設置法（平成２
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和３年法律第３６号）第１４条 ３年法律第１２５号）第１３条

第１項、復興庁設置法（平成２ 第１項、第１５条第１項及び第

３年法律第１２５号）第１３条 １７条第１項並びに国家行政組

第１項、第１５条第１項及び第 織法第８条から第９条までに規

１７条第１項並びに国家行政組 定する機関等の官職であって内

織法第８条から第９条までに規 部部局の課長等の官職と同等の

定する機関等の官職であって内 もの並びに行政執行法人（独立

部部局の課長等の官職と同等の 行政法人通則法（平成１１年法

もの並びに行政執行法人（独立 律第１０３号）第２条第４項に

行政法人通則法（平成１１年法 規定する行政執行法人をいう。

律第１０３号）第２条第４項に 以下同じ。）の官職であって内

規定する行政執行法人をいう。 部部局の課長等の官職とその職

以下同じ。）の官職であって内 務と責任が類似すると認められ

部部局の課長等の官職とその職 るもののうち、次項に規定する

務と責任が類似すると認められ 段階の区分に応じ、人事院事務

るもののうち、次項に規定する 総長が指定するものとする。

段階の区分に応じ、人事院事務

総長が指定するものとする。

３ （略） ３ （略）

第９条関係 第９条関係

１～４ （略） １～４ （略）

５ この条の第４項の「人事院が ５ この条の第４項の「人事院が

定めるもの」は、会計検査院、 定めるもの」は、会計検査院、

人事院、内閣官房、内閣法制局 人事院、内閣官房、内閣法制局

、内閣府、宮内庁、内閣府設置 並びに内閣府、宮内庁並びに内

法第４９条第１項及び第２項に 閣府設置法第４９条第１項及び
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規定する機関、デジタル庁、復 第２項に規定する機関、復興庁

興庁並びに国家行政組織法第３ 並びに国家行政組織法第３条に

条に規定する国の行政機関に置 規定する国の行政機関に置かれ

かれる組織のうち、次に掲げる る組織のうち、次に掲げるもの

もの以外のものとする。 以外のものとする。

⑴ 内閣府設置法第３９条及び ⑴ 内閣府設置法第３９条及び

第５５条並びに宮内庁法第１ 第５５条並びに宮内庁法第１

６条第２項の機関、国家行政 ６条第２項の機関並びに国家

組織法第８条の２の施設等機 行政組織法第８条の２の施設

関並びに人事院事務総局に置 等機関並びに人事院事務総局

かれるこれらに類する組織 に置かれるこれらに類する組

織

⑵ 内閣府設置法第４０条及び ⑵ 内閣府設置法第４０条及び

第５６条（宮内庁法第１８条 第５６条（宮内庁法第１８条

第１項において準用する場合 第１項において準用する場合

を含む。）並びに国家行政組 を含む。）並びに国家行政組

織法第８条の３の特別の機関 織法第８条の３の特別の機関

（警察庁の内部部局を除く。 （警察庁の内部部局を除く。

）、デジタル庁設置法第１４ ）並びに復興庁設置法第１３

条第１項のデジタル社会推進 条第１項の復興推進会議

会議並びに復興庁設置法第１

３条第１項の復興推進会議

⑶ 内閣府設置法第４３条及び ⑶ 内閣府設置法第４３条及び

第５７条（宮内庁法第１８条 第５７条（宮内庁法第１８条

第１項において準用する場合 第１項において準用する場合

を含む。）、宮内庁法第１７ を含む。）並びに宮内庁法第
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条第１項並びに国家行政組織 １７条第１項並びに国家行政

法第９条の地方支分部局、復 組織法第９条の地方支分部局

興庁設置法第１７条第１項の 並びに復興庁設置法第１７条

地方機関並びに人事院事務総 第１項の地方機関並びに人事

局に置かれるこれらに類する 院事務総局に置かれるこれら

組織 に類する組織
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給実甲第２８号 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第５項第１号関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第１条関係 第１条関係

第１項 「別に法律で定めるもの 第１項 「別に法律で定めるもの

」とは、例えば次の職員又は給 」とは、例えば次の職員又は給

与をいう。 与をいう。

一～十二 （略） 一～十二 （略）

十三 令和七年に開催される国 十三 平成三十七年に開催され

際博覧会の準備及び運営のた る国際博覧会の準備及び運営

めに必要な特別措置に関する のために必要な特別措置に関

法律（平成３１年法律第１８ する法律（平成３１年法律第

号）第２７条に規定する給与 １８号）第２７条に規定する

給与
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給実甲第６６０号 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第５項第２号関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

規則第５条関係 規則第５条関係

１ 国家公務員法（昭和２２年法 １ 国家公務員法（昭和２２年法

律第１２０号）第８１条の４第 律第１２０号）第８１条の４第

１項若しくは第８１条の５第１ １項若しくは第８１条の５第１

項の規定による採用（同法第８ 項の規定による採用（同法第８

１条の２第１項の規定により退 １条の２第１項の規定により退

職した日（同法第８１条の３の 職した日（同法第８１条の３の

規定により勤務した後退職した 規定により勤務した後退職した

日及び当該採用に係る任期が満 日及び当該採用に係る任期が満

了した日を含む。）の翌日にお 了した日を含む。）の翌日にお

けるものに限る。以下「再任用 けるものに限る。以下「再任用

」という。）をされた職員、国 」という。）をされた職員、国

際機関等に派遣される一般職の 際機関等に派遣される一般職の

国家公務員の処遇等に関する法 国家公務員の処遇等に関する法

律（昭和４５年法律第１１７号 律（昭和４５年法律第１１７号

）第２条第１項の規定による派 ）第２条第１項の規定による派

遣、国と民間企業との間の人事 遣、国と民間企業との間の人事

交流に関する法律（平成１１年 交流に関する法律（平成１１年

法律第２２４号）第２条第３項 法律第２２４号）第２条第３項

に規定する交流派遣、法科大学 に規定する交流派遣、法科大学

院への裁判官及び検察官その他 院への裁判官及び検察官その他

の一般職の国家公務員の派遣に の一般職の国家公務員の派遣に



23

関する法律（平成１５年法律第 関する法律（平成１５年法律第

４０号）第１１条第１項の規定 ４０号）第１１条第１項の規定

による派遣、福島復興再生特別 による派遣、福島復興再生特別

措置法（平成２４年法律第２５ 措置法（平成２４年法律第２５

号）第４８条の３第１項若しく 号）第４８条の３第１項若しく

は第８９条の３第１項の規定に は第８９条の３第１項の規定に

よる派遣、令和三年東京オリン よる派遣、令和三年東京オリン

ピック競技大会・東京パラリン ピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会特別措置法（平 ピック競技大会特別措置法（平

成２７年法律第３３号）第１７ 成２７年法律第３３号）第１７

条第１項の規定による派遣、平 条第１項の規定による派遣、平

成三十一年ラグビーワールドカ 成三十一年ラグビーワールドカ

ップ大会特別措置法（平成２７ ップ大会特別措置法（平成２７

年法律第３４号）第４条第１項 年法律第３４号）第４条第１項

の規定による派遣若しくは令和 の規定による派遣若しくは平成

七年に開催される国際博覧会の 三十七年に開催される国際博覧

準備及び運営のために必要な特 会の準備及び運営のために必要

別措置に関する法律（平成３１ な特別措置に関する法律（平成

年法律第１８号）第２５条第１ ３１年法律第１８号）第２５条

項の規定による派遣（以下「国 第１項の規定による派遣（以下

際機関等派遣等」という。）か 「国際機関等派遣等」という。

ら職務に復帰した職員、国と民 ）から職務に復帰した職員、国

間企業との間の人事交流に関す と民間企業との間の人事交流に

る法律第２条第４項に規定する 関する法律第２条第４項に規定

交流採用（以下「交流採用」と する交流採用（以下「交流採用

いう。）をされた職員又は人事 」という。）をされた職員又は
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院規則１１―４（職員の身分保 人事院規則１１―４（職員の身

障）第３条第１項第１号から第 分保障）第３条第１項第１号か

４号までの規定による休職（以 ら第４号までの規定による休職

下単に「休職」という。）から （以下単に「休職」という。）

復職した職員については、当該 から復職した職員については、

再任用の直前の職員としての引 当該再任用の直前の職員として

き続く在職期間中の勤務箇所、 の引き続く在職期間中の勤務箇

当該国際機関等派遣等の期間中 所、当該国際機関等派遣等の期

の勤務箇所、当該交流採用の直 間中の勤務箇所、当該交流採用

前に雇用されていた民間企業に の直前に雇用されていた民間企

おける在職期間中の勤務箇所又 業における在職期間中の勤務箇

は当該休職の期間中の勤務箇所 所又は当該休職の期間中の勤務

を規則第２条関係第２項第６号 箇所を規則第２条関係第２項第

及び第７号の官署と、再任用、 ６号及び第７号の官署と、再任

国際機関等派遣等から職務への 用、国際機関等派遣等から職務

復帰、交流採用又は休職からの への復帰、交流採用又は休職か

復職を同号並びに規則第３条関 らの復職を同号並びに規則第３

係第２項第１号及び第２号の異 条関係第２項第１号及び第２号

動等とみなして、規則第２条関 の異動等とみなして、規則第２

係第２項第６号及び第７号並び 条関係第２項第６号及び第７号

に規則第３条関係第２項第１号 並びに規則第３条関係第２項第

及び第２号の規定を適用する。 １号及び第２号の規定を適用す

る。

２～６ （略） ２～６ （略）
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給実甲第１９２号 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第６項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

人事院規則９―８（初任給、昇格 人事院規則９―８（初任給、昇格

、昇給等の基準）（第一において「 、昇給等の基準）（第一において「

規則」という。）第４４条の規定又 規則」という。）第４４条の規定又

は国家公務員の育児休業等に関する は国家公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１０９号。以 法律（平成３年法律第１０９号。以

下「育児休業法」という。）第９条 下「育児休業法」という。）第９条

及び人事院規則１９―０（職員の育 及び人事院規則１９―０（職員の育

児休業等）第１６条、国と民間企業 児休業等）第１６条、国と民間企業

との間の人事交流に関する法律（平 との間の人事交流に関する法律（平

成１１年法律第２２４号。以下「官 成１１年法律第２２４号。以下「官

民人事交流法」という。）第１８条 民人事交流法」という。）第１８条

及び人事院規則２１―０（国と民間 及び人事院規則２１―０（国と民間

企業との間の人事交流）第４１条、 企業との間の人事交流）第４１条、

法科大学院への裁判官及び検察官そ 法科大学院への裁判官及び検察官そ

の他の一般職の国家公務員の派遣に の他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成１５年法律第４０ 関する法律（平成１５年法律第４０

号。以下「法科大学院派遣法」とい 号。以下「法科大学院派遣法」とい

う。）第２０条及び人事院規則２４ う。）第２０条及び人事院規則２４

―０（検察官その他の職員の法科大 ―０（検察官その他の職員の法科大

学院への派遣）第１５条、国家公務 学院への派遣）第１５条、国家公務

員の自己啓発等休業に関する法律（ 員の自己啓発等休業に関する法律（

平成１９年法律第４５号。以下「自 平成１９年法律第４５号。以下「自
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己啓発等休業法」という。）第７条 己啓発等休業法」という。）第７条

及び人事院規則２５―０（職員の自 及び人事院規則２５―０（職員の自

己啓発等休業）第１３条、福島復興 己啓発等休業）第１３条、福島復興

再生特別措置法（平成２４年法律第 再生特別措置法（平成２４年法律第

２５号）第４８条の１１及び人事院 ２５号）第４８条の１１及び人事院

規則１―６９（職員の公益社団法人 規則１―６９（職員の公益社団法人

福島相双復興推進機構への派遣）第 福島相双復興推進機構への派遣）第

１２条、同法第８９条の１１及び人 １２条、同法第８９条の１１及び人

事院規則１―７４（職員の公益財団 事院規則１―７４（職員の公益財団

法人福島イノベーション・コースト 法人福島イノベーション・コースト

構想推進機構への派遣）第１２条、 構想推進機構への派遣）第１２条、

国家公務員の配偶者同行休業に関す 国家公務員の配偶者同行休業に関す

る法律（平成２５年法律第７８号。 る法律（平成２５年法律第７８号。

以下「配偶者同行休業法」という。 以下「配偶者同行休業法」という。

）第８条及び人事院規則２６―０（ ）第８条及び人事院規則２６―０（

職員の配偶者同行休業）第１５条、 職員の配偶者同行休業）第１５条、

令和三年東京オリンピック競技大会 令和三年東京オリンピック競技大会

・東京パラリンピック競技大会特別 ・東京パラリンピック競技大会特別

措置法（平成２７年法律第３３号。 措置法（平成２７年法律第３３号。

以下「令和三年オリンピック・パラ 以下「令和三年オリンピック・パラ

リンピック特措法」という。）第２ リンピック特措法」という。）第２

５条及び人事院規則１―６４（職員 ５条及び人事院規則１―６４（職員

の公益財団法人東京オリンピック・ の公益財団法人東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会 パラリンピック競技大会組織委員会

への派遣）第１２条、平成三十一年 への派遣）第１２条、平成三十一年

ラグビーワールドカップ大会特別措 ラグビーワールドカップ大会特別措
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置法（平成２７年法律第３４号。以 置法（平成２７年法律第３４号。以

下「平成三十一年ラグビーワールド 下「平成三十一年ラグビーワールド

カップ特措法」という。）第１２条 カップ特措法」という。）第１２条

及び人事院規則１―６５（職員の公 及び人事院規則１―６５（職員の公

益財団法人ラグビーワールドカップ 益財団法人ラグビーワールドカップ

二千十九組織委員会への派遣）第１ 二千十九組織委員会への派遣）第１

２条若しくは令和七年に開催される ２条若しくは平成三十七年に開催さ

国際博覧会の準備及び運営のために れる国際博覧会の準備及び運営のた

必要な特別措置に関する法律（平成 めに必要な特別措置に関する法律（

３１年法律第１８号。以下「令和七 平成３１年法律第１８号。以下「平

年国際博覧会特措法」という。）第 成三十七年国際博覧会特措法」とい

３３条及び人事院規則１―７２（職 う。）第３３条及び人事院規則１―

員の令和七年国際博覧会特措法第１ ７２（職員の平成三十七年国際博覧

４条第１項の規定により指定された 会特措法第１４条第１項の規定によ

博覧会協会への派遣）第１２条の規 り指定された博覧会協会への派遣）

定による号俸の調整（以下「復職時 第１２条の規定による号俸の調整（

調整」という。）については、下記 以下「復職時調整」という。）につ

に定めるところにより実施してくだ いては、下記に定めるところにより

さい。 実施してください。

記 記

第一 （略） 第一 （略）

第二 その他の復職時調整に係る規 第二 その他の復職時調整に係る規

定関係 定関係

１ 育児休業をした職員等の復職 １ 育児休業をした職員等の復職
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時調整について 時調整について

育児休業をした職員、交流派 育児休業をした職員、交流派

遣（官民人事交流法第２条第３ 遣（官民人事交流法第２条第３

項に規定する交流派遣をいう。 項に規定する交流派遣をいう。

以下同じ。）をされた職員、法 以下同じ。）をされた職員、法

科大学院派遣法第１１条第１項 科大学院派遣法第１１条第１項

の規定による派遣（以下「法科 の規定による派遣（以下「法科

大学院派遣」という。）をされ 大学院派遣」という。）をされ

た職員、自己啓発等休業法第２ た職員、自己啓発等休業法第２

条第５項に規定する自己啓発等 条第５項に規定する自己啓発等

休業（以下「自己啓発等休業」 休業（以下「自己啓発等休業」

という。）をした職員、福島復 という。）をした職員、福島復

興再生特別措置法第４８条の３ 興再生特別措置法第４８条の３

第１項の規定による派遣（以下 第１項の規定による派遣（以下

「福島相双復興推進機構派遣」 「福島相双復興推進機構派遣」

という。）をされた職員、同法 という。）をされた職員、同法

第８９条の３第１項の規定によ 第８９条の３第１項の規定によ

る派遣（以下「福島イノベーシ る派遣（以下「福島イノベーシ

ョン・コースト構想推進機構派 ョン・コースト構想推進機構派

遣」という。）をされた職員、 遣」という。）をされた職員、

配偶者同行休業法第２条第４項 配偶者同行休業法第２条第４項

に規定する配偶者同行休業（以 に規定する配偶者同行休業（以

下「配偶者同行休業」という。 下「配偶者同行休業」という。

）をした職員、令和三年オリン ）をした職員、令和三年オリン

ピック・パラリンピック特措法 ピック・パラリンピック特措法

第１７条第１項の規定による派 第１７条第１項の規定による派
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遣（以下「令和三年オリンピッ 遣（以下「令和三年オリンピッ

ク・パラリンピック組織委員会 ク・パラリンピック組織委員会

派遣」という。）をされた職員 派遣」という。）をされた職員

、平成三十一年ラグビーワール 、平成三十一年ラグビーワール

ドカップ特措法第４条第１項の ドカップ特措法第４条第１項の

規定による派遣（以下「平成三 規定による派遣（以下「平成三

十一年ラグビーワールドカップ 十一年ラグビーワールドカップ

組織委員会派遣」という。）を 組織委員会派遣」という。）を

された職員又は令和七年国際博 された職員又は平成三十七年国

覧会特措法第２５条第１項の規 際博覧会特措法第２５条第１項

定による派遣（以下「令和七年 の規定による派遣（以下「平成

日本国際博覧会協会派遣」とい 三十七年日本国際博覧会協会派

う。）をされた職員が職務に復 遣」という。）をされた職員が

帰した場合の復職時調整の要領 職務に復帰した場合の復職時調

、期間計算等については、第一 整の要領、期間計算等について

の例により取り扱うものとする。 は、第一の例により取り扱うも

のとする。

２ 育児休業と休職等の期間があ ２ 育児休業と休職等の期間があ

る職員等の取扱いについて る職員等の取扱いについて

育児休業の終了により職務に 育児休業の終了により職務に

復帰した職員、交流派遣後職務 復帰した職員、交流派遣後職務

に復帰した職員、法科大学院派 に復帰した職員、法科大学院派

遣後職務に復帰した職員、自己 遣後職務に復帰した職員、自己

啓発等休業の終了により職務に 啓発等休業の終了により職務に

復帰した職員、福島相双復興推 復帰した職員、福島相双復興推

進機構派遣後職務に復帰した職 進機構派遣後職務に復帰した職
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員、福島イノベーション・コー 員、福島イノベーション・コー

スト構想推進機構派遣後職務に スト構想推進機構派遣後職務に

復帰した職員、配偶者同行休業 復帰した職員、配偶者同行休業

の終了により職務に復帰した職 の終了により職務に復帰した職

員、令和三年オリンピック・パ 員、令和三年オリンピック・パ

ラリンピック組織委員会派遣後 ラリンピック組織委員会派遣後

職務に復帰した職員、平成三十 職務に復帰した職員、平成三十

一年ラグビーワールドカップ組 一年ラグビーワールドカップ組

織委員会派遣後職務に復帰した 織委員会派遣後職務に復帰した

職員、令和七年日本国際博覧会 職員、平成三十七年日本国際博

協会派遣後職務に復帰した職員 覧会協会派遣後職務に復帰した

又は第一の第１項第４号に規定 職員又は第一の第１項第４号に

する復職等をした職員のうち、 規定する復職等をした職員のう

育児休業の期間、交流派遣の期 ち、育児休業の期間、交流派遣

間、法科大学院派遣の期間、自 の期間、法科大学院派遣の期間

己啓発等休業の期間、福島相双 、自己啓発等休業の期間、福島

復興推進機構派遣の期間、福島 相双復興推進機構派遣の期間、

イノベーション・コースト構想 福島イノベーション・コースト

推進機構派遣の期間、配偶者同 構想推進機構派遣の期間、配偶

行休業の期間、令和三年オリン 者同行休業の期間、令和三年オ

ピック・パラリンピック組織委 リンピック・パラリンピック組

員会派遣の期間、平成三十一年 織委員会派遣の期間、平成三十

ラグビーワールドカップ組織委 一年ラグビーワールドカップ組

員会派遣の期間、令和七年日本 織委員会派遣の期間、平成三十

国際博覧会協会派遣の期間又は 七年日本国際博覧会協会派遣の

同項第３号に規定する休職等の 期間又は同項第３号に規定する
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期間が２以上ある職員について 休職等の期間が２以上ある職員

は、それぞれの期間を合わせて については、それぞれの期間を

復職時調整を行うことができる 合わせて復職時調整を行うこと

ものとする。 ができるものとする。

第三 （略） 第三 （略）
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給実甲第３２６号 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第７項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第３７条関係 第３７条関係

１～１１ （略） １～１１ （略）

１２ この条の第４項各号の「人 １２ この条の第４項各号の「人

事院の定める事由」は、次に掲 事院の定める事由」は、次に掲

げる事由とする。 げる事由とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 勤務時間法第１６条に規定 ⑵ 勤務時間法第１６条に規定

する休暇のうち、年次休暇、 する休暇のうち、年次休暇、

公務上の負傷若しくは疾病若 公務上の負傷若しくは疾病若

しくは国家公務員災害補償法 しくは国家公務員災害補償法

（昭和２６年法律第１９１号 （昭和２６年法律第１９１号

。以下「補償法」という。） 。以下「補償法」という。）

第１条の２に規定する通勤に 第１条の２に規定する通勤に

よる負傷若しくは疾病（派遣 よる負傷若しくは疾病（派遣

法第３条に規定する派遣職員 法第３条に規定する派遣職員

（以下「派遣職員」という。 （以下「派遣職員」という。

）の派遣先の業務上の負傷若 ）の派遣先の業務上の負傷若

しくは疾病又は補償法第１条 しくは疾病又は補償法第１条

の２に規定する通勤による負 の２に規定する通勤による負

傷若しくは疾病を含む。⒂に 傷若しくは疾病を含む。⒂に

おいて同じ。）又は国と民間 おいて同じ。）又は国と民間

企業との間の人事交流に関す 企業との間の人事交流に関す
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る法律（平成１１年法律第２ る法律（平成１１年法律第２

２４号。以下「官民人事交流 ２４号。以下「官民人事交流

法」という。）第１６条、法 法」という。）第１６条、法

科大学院への裁判官及び検察 科大学院への裁判官及び検察

官その他の一般職の国家公務 官その他の一般職の国家公務

員の派遣に関する法律（平成 員の派遣に関する法律（平成

１５年法律第４０号。以下「 １５年法律第４０号。以下「

法科大学院派遣法」という。 法科大学院派遣法」という。

）第９条（法科大学院派遣法 ）第９条（法科大学院派遣法

第１８条において準用する場 第１８条において準用する場

合を含む。）、福島復興再生 合を含む。）、福島復興再生

特別措置法（平成２４年法律 特別措置法（平成２４年法律

第２５号）第４８条の９若し 第２５号）第４８条の９若し

くは第８９条の９、令和三年 くは第８９条の９、令和三年

東京オリンピック競技大会・ 東京オリンピック競技大会・

東京パラリンピック競技大会 東京パラリンピック競技大会

特別措置法（平成２７年法律 特別措置法（平成２７年法律

第３３号。以下「令和三年オ 第３３号。以下「令和三年オ

リンピック・パラリンピック リンピック・パラリンピック

特措法」という。）第２３条 特措法」という。）第２３条

、平成三十一年ラグビーワー 、平成三十一年ラグビーワー

ルドカップ大会特別措置法（ ルドカップ大会特別措置法（

平成２７年法律第３４号。以 平成２７年法律第３４号。以

下「平成三十一年ラグビーワ 下「平成三十一年ラグビーワ

ールドカップ特措法」という ールドカップ特措法」という

。）第１０条若しくは令和七 。）第１０条若しくは平成三
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年に開催される国際博覧会の 十七年に開催される国際博覧

準備及び運営のために必要な 会の準備及び運営のために必

特別措置に関する法律（平成 要な特別措置に関する法律（

３１年法律第１８号。以下「 平成３１年法律第１８号。以

令和七年国際博覧会特措法」 下「平成三十七年国際博覧会

という。）第３１条の規定（ 特措法」という。）第３１条

以下この項において「特定規 の規定（以下この項において

定」という。）により給与法 「特定規定」という。）によ

第２３条第１項及び附則第６ り給与法第２３条第１項及び

項の規定の適用に関し公務と 附則第６項の規定の適用に関

みなされる業務に係る業務上 し公務とみなされる業務に係

の負傷若しくは疾病若しくは る業務上の負傷若しくは疾病

特定規定に規定する通勤によ 若しくは特定規定に規定する

る負傷若しくは疾病に係る病 通勤による負傷若しくは疾病

気休暇及び特別休暇 に係る病気休暇及び特別休暇

⑶～(22) （略） ⑶～(22) （略）

（削る） (23) 平成三十一年ラグビーワー

ルドカップ特措法第４条第１

項の規定による派遣

(23) 令和七年国際博覧会特措法 (24) 平成三十七年国際博覧会特

第２５条第１項の規定による 措法第２５条第１項の規定に

派遣 よる派遣

(24)～(28) （略） (25)～(29) （略）

１３～１８ （略) １３～１８ （略)



35

昭和６２年職福―６９１ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第８項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別表第１ 健康管理者及び安全管理 別表第１ 健康管理者及び安全管理

者を指名すべき組織区分 者を指名すべき組織区分

省 庁 組 織 区 分 省 庁 組 織 区 分

（略） （略） （略） （略）

消費者庁 （略） 消費者庁 （略）

デジタル庁 本庁

復興庁 （略） 復興庁 （略）

（略） （略） （略） （略）

備考 １・２ （略） 備考 １・２ （略）
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平成６年職職―３２８ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第９項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第１０ 宿日直勤務及び超過勤務並 第１０ 宿日直勤務及び超過勤務並

びに超勤代休時間の指定関係 びに超勤代休時間の指定関係

１～７ （略） １～７ （略）

８ 職員が府省等（会計検査院、 ８ 職員が府省等（会計検査院、

人事院、内閣官房、内閣法制局 人事院、内閣官房、内閣法制局

、各府省、デジタル庁及び復興 、各府省及び復興庁、宮内庁並

庁、宮内庁並びに内閣府設置法 びに内閣府設置法（平成１１年

（平成１１年法律第８９号）第 法律第８９号）第４９条第１項

４９条第１項及び第２項に規定 及び第２項に規定する各機関並

する各機関並びに各外局（同条 びに各外局（同条第１項に規定

第１項に規定する機関を除く。 する機関を除く。）をいう。第

）をいう。第１０項⑵イにおい １０項⑵イにおいて同じ。）を

て同じ。）を異にする異動をし 異にする異動をした場合におい

た場合においては、規則第１６ ては、規則第１６条の２の２第

条の２の２第１項第１号イ⑴並 １項第１号イ⑴並びに第２号イ

びに第２号イ及びハ並びにこの 及びハ並びにこの通知の第１０

通知の第１０の第１０項⑴ア及 の第１０項⑴ア及びイ並びに⑵

びイ並びに⑵アの規定の適用に アの規定の適用に係る当該異動

係る当該異動の前後の超過勤務 の前後の超過勤務の時間を通算

の時間を通算して算定するもの して算定するものとする。

とする。

第１３ 病気休暇関係 第１３ 病気休暇関係
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１～３ （略） １～３ （略）

４ 規則第２１条第１項第２号の ４ 規則第２１条第１項第２号の

「公務」には、国際機関等に派 「公務」には、国際機関等に派

遣される一般職の国家公務員の 遣される一般職の国家公務員の

処遇等に関する法律（昭和４５ 処遇等に関する法律（昭和４５

年法律第１１７号）第３条に規 年法律第１１７号）第３条に規

定する派遣職員の派遣先の機関 定する派遣職員の派遣先の機関

の業務並びに国と民間企業との の業務並びに国と民間企業との

間の人事交流に関する法律（平 間の人事交流に関する法律（平

成１１年法律第２２４号）第１ 成１１年法律第２２４号）第１

６条、法科大学院への裁判官及 ６条、法科大学院への裁判官及

び検察官その他の一般職の国家 び検察官その他の一般職の国家

公務員の派遣に関する法律（平 公務員の派遣に関する法律（平

成１５年法律第４０号）第９条 成１５年法律第４０号）第９条

（同法第１８条において準用す （同法第１８条において準用す

る場合を含む。）、福島復興再 る場合を含む。）、福島復興再

生特別措置法（平成２４年法律 生特別措置法（平成２４年法律

第２５号）第４８条の９若しく 第２５号）第４８条の９若しく

は第８９条の９、令和三年東京 は第８９条の９、令和三年東京

オリンピック競技大会・東京パ オリンピック競技大会・東京パ

ラリンピック競技大会特別措置 ラリンピック競技大会特別措置

法（平成２７年法律第３３号） 法（平成２７年法律第３３号）

第２３条、平成三十一年ラグビ 第２３条、平成三十一年ラグビ

ーワールドカップ大会特別措置 ーワールドカップ大会特別措置

法（平成２７年法律第３４号） 法（平成２７年法律第３４号）

第１０条又は令和七年に開催さ 第１０条又は平成三十七年に開
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れる国際博覧会の準備及び運営 催される国際博覧会の準備及び

のために必要な特別措置に関す 運営のために必要な特別措置に

る法律（平成３１年法律第１８ 関する法律（平成３１年法律第

号）第３１条の規定（以下この １８号）第３１条の規定（以下

項において「特定規定」という この項において「特定規定」と

。）により一般職の職員の給与 いう。）により一般職の職員の

に関する法律（昭和２５年法律 給与に関する法律（昭和２５年

第９５号）第２３条第１項及び 法律第９５号）第２３条第１項

附則第６項の規定の適用に関し 及び附則第６項の規定の適用に

公務とみなされる業務及び特定 関し公務とみなされる業務及び

規定に規定する通勤が含まれる 特定規定に規定する通勤が含ま

ものとする。 れるものとする。

５～８ （略） ５～８ （略）
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昭和４８年職厚―９０５ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第１０項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別表第２ 補償事務主任者を置く組 別表第２ 補償事務主任者を置く組

織区分（国の機関） 織区分（国の機関）

実施機関 組 織 区 分 実施機関 組 織 区 分

（略） （略） （略） （略）

金融庁 （略） 金融庁 （略）

デジタル庁 本庁

復興庁 （略） 復興庁 （略）

（略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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平成２６年人企―６６０ 新旧対照表

（令和３年事企法―２５０ 第１１項関係）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

規則第２条関係 規則第２条関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ この条の第２項第３号の人事 ３ この条の第２項第３号の人事

院が定める官職は、次に掲げる 院が定める官職は、次に掲げる

ものとする。 ものとする。

一～十四 （略） 一～十四 （略）

十五 デジタル庁のデジタル審 （新設）

議官及び統括官

十六～二十一 （略） 十五～二十 （略）

４ この条の第２項第５号の人事 ４ この条の第２項第５号の人事

院が定める組織は、次に掲げる 院が定める組織は、次に掲げる

ものとする。 ものとする。

一～十四 （略） 一～十四 （略）

十五 デジタル庁の統括官又は （新設）

当該職のつかさどる職務の全

部若しくは一部を助ける職に

就いている職員で構成される

組織

十六～二十 （略） 十五～十九 （略）

規則第８条関係 規則第８条関係

この条の規定は、国の機関等（ この条の規定は、国の機関等（

会計検査院、内閣、人事院、内閣 会計検査院、内閣、人事院、内閣
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府、デジタル庁、復興庁及び各省 府、復興庁及び各省並びに宮内庁

並びに宮内庁及び各外局並びに各 及び各外局並びに各行政執行法人

行政執行法人（独立行政法人通則 （独立行政法人通則法（平成１１

法（平成１１年法律第１０３号） 年法律第１０３号）第２条第４項

第２条第４項に規定する行政執行 に規定する行政執行法人をいう。

法人をいう。）をいう。以下同じ ）をいう。以下同じ。）を単位と

。）を単位として適用するものと して適用するものとする。

する。


